
   

 

○一般競争入札の実施について 

 

平成6年6月22日港管第1385号 

最終改正 令和4年11月14日国港総第448号 

港湾局長から特定部局長あて 

 

 

標記について、「「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」の実施について」

（平成６年６月１日付け官会第１２９９号の５）が通達されたことに伴い、一般競争入札に

係る具体的取扱いを下記のとおり定めたので遺漏のないよう措置されたい。 

                     記 

１ 対象工事 

地方整備局（港湾空港関係に限る）が発注する工事のうち一件につき見積価額が基準額（「工

事又は業務等に係る通知等における基準額について」（令和４年３月３０日付け国官会第２

３７５９号、国官技第３７７号、国営管第８４８号、国営計第２１４号、国営整第１７２号、

国港総第７５０号、国港技第１１１号、国北予第７５号）記１に定める額をいう。）以上の契

約を対象とするものとする。 

２ 入札の公告 

（１）地方整備局長（副局長又は次長）（以下「局長等」という）は、記１の対象工事を一般

競争に付そうとする場合においては、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。

以下「予決令」という。）第７４条及び国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める政令（昭和５５年政令第３００号。以下「特例政令」という。）第５条第１項に基づ

き、当該地方整備局の本局において掲示するとともに、官報により公告するものとする。 

（２）（１）の公告は、別添１の入札公告例によるものとする。 

なお、公告においては、次に掲げる事項を英語により記載するものとする。 

① 契約担当官等（会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の３第１項に規定する

契約担当官等をいう。）の氏名及びその所属する部局の名称 

② 工事名 

③ 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以

下「資料」という。）の提出期限 

④ 入札執行の日時 

⑤ 記５に規定する入札説明書を入手するための照会窓口 

３ 競争参加資格 

予決令第７５条第２号の「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」として次に掲

げる事項を公告するとともに、入札説明書においても当該事項を明らかにするものとする。 

（１）予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

（２）当該地方整備局において、対象工事に係る工事種別について「契約業者取扱要領」（昭

和５５年１２月１日港管第３７２２号）に基づく一般競争参加資格の決定を受けている



   

 

者であること。 

（３）当該地方整備局における対象工事の工事種別に係る一般競争参加資格の決定の際に、

数値の算定及び等級の格付け要領（昭和５５年１２月１日付け港管第３７２２号）に基

づいて算定した客観点数が、対象工事について別に定める数値以上の者であること。 

（４）対象工事について定める工事と同種の工事の施工実績を有する者であること。（工事

の内容に応じてできるだけわかりやすく明示すること。） 

なお、施工実績が国土交通省（旧運輸省を含む。（５）において同じ。）が発注した工

事のうち、一定のものに係る施工実績である場合にあっては、請負工事成績評定要領（平

成２１年３月３１日付け国港技第１０５号の２）第５第２項に規定する工事成績評定表

の評定点合計（（５）において単に「評定点合計」という。）が一定の点数未満のものを

除くこと。 

（５）対象工事について定める技術者の資格及び施工経験を有する主任技術者又は監理技術

者を配置を予定する技術者として対象工事に専任で配置できる者であること。（工事に

応じて技術者の資格及び同種の工事の施工経験等をできるだけわかりやすく明示するこ

と。） 

なお、施工経験が国土交通省が発注した工事のうち一定のものに係る施工経験である

場合にあっては、評定点合計が一定の点数未満のものを除くこと。 

（６）対象工事が大規模構造物の工事、特殊な作業条件下の工事等であって高度な施工技術

を必要とするもの（以下「施工計画審査型」という。）である場合においては、施工計画

が適正である者であること。（工事の内容に応じてできるだけわかりやすく明示するこ

と。） 

（７）対象工事に係る設計業務等の受託者（受託者が設計共同体である場合においては、当

該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。）又は当該受託者と資本若しくは人事面に

おいて関連がある者でないこと。（「対象工事に係る設計業務等の受託者」及び「資本若

しくは人事面において関連がある」ことの具体的内容について、記５の入札説明書にお

いて明示すること。） 

（８）当該局長等から「地方整備局（港湾空港関係）所掌の工事請負契約に係る指名停止等

の措置要領」（昭和５９年３月３１日付け港管第９２７号）に基づく指名停止を受けて

いる期間中の者でないこと。 

（９）会社更生法（昭和１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。（当該地方整備局（港湾空港関係に限る）において、別に定

める再審査を受けた者を除く。） 

（１０）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（「資本関係」

及び「人的関係」の具体的内容について、５の入札説明書において明示すること。）。 

（１１）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもの

として、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している

者でないこと。 



   

 

４ 競争参加資格の決定 

記３に規定する競争に参加する者に必要な資格（以下「競争参加資格」という。）は、対

象工事ごとに、「入札契約手続運営委員会」の議を経て、局長等が決定するものとする。 

５ 入札説明書の配付 

（１）入札説明書は、別添２の入札説明書例により作成するものとし、入札説明書には、別

冊として、公告の写し、契約書案、入札心得、図面、仕様書及び現場説明書を含むものと

する。 

（２）入札説明書の配付は、公告後速やかに開始することとし、入札執行の日の前日まで配

付するものとする。 

（３）入札説明書の配付に係る期間、場所及び方法を、公告において明らかにするものとす

る。 

６ 申請書及び資料の提出 

（１）局長等は、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者か

ら申請書及び資料の提出を求めるものとする。 

（２）（１）の申請書及び資料の提出期間は、原則として入札説明書の配付を開始した日の

翌日から１０日間とするものとする。ただし、対象工事が施工計画審査型である場合に

おいては、原則として３０日間とするものとする。 

（３）申請書及び資料の提出場所は、経理調達課とする。 

（４）申請書及び資料は、参加希望者が提出場所へ持参するものとし、郵送又は電送による

ものは受け付けないものとする。 

（５）期限までに申請書及び資料を提出しない者又は局長等が競争参加資格がないと認めた

者は、当該競争に参加することができないものとする。 

（６）（１）から（３）に掲げる事項を公告において明らかにするものとする。 

（７）（１）から（５）に掲げる事項及び次に掲げる事項を入札説明書において明らかにする

ものとする。 

① 申請書及び資料は、入札説明書において示す様式により作成すること 

② 申請書及び資料の作成、提出に係る費用は、提出者の負担とすること 

③ 局長等は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で

使用しないこと 

④ 提出された申請書及び資料は返却しないこと 

⑤ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めないこと 

⑥ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 

⑦ その他局長等が必要と認める事項 

７ 資料の内容 

（１）資料の内容は、①及び②とするものとする。ただし、対象工事が施工計画審査型であ

る場合においては、①から③とするものとする。なお、資料の具体的内容は、入札説明

書において明らかにするものとする。 

また、①の同種の工事の施工実績及び②の配置予定の技術者の同種の工事の施工経験



   

 

については、工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載できるものとし、②

の配置予定の技術者については、複数の候補技術者を記載することができるものとし、

その旨を入札説明書において明らかにするものとする。 

① 同種の工事の施工実績 

記３（４）に掲げる資格を有することが判断できる同種の工事の施工実績 

② 配置予定の技術者 

記３（５）に掲げる資格を有することが判断できる配置予定の技術者の資格、同種

の工事の施工経験及び申請時における他工事の従事状況等 

③ 施工計画 

記３（６）に掲げる資格を有することが判断できる施工方法等の技術的事項に対す

る所見 

（２）局長等は、特に必要があると認めるときは、（１）の資料に加えて、これらの資料の内

容を証明するための書類を資料として求めることができるものとし、当該資料の提出を

求める場合においては、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。 

８ 資料作成説明会 

（１）局長等は、対象工事が施工計画審査型である場合において必要があると認めるときは、

資料作成説明会（以下「説明会」という。）を実施することができるものとする。 

（２）説明会は、原則として申請書及び資料の提出期限の２０日前までに実施するものとす

る。 

（３）説明会への参加申込みは、書面（様式は自由）を申込先へ持参又は郵送により行うも

のとし、電送によるものは受け付けないものとする。 

（４）説明会への参加受付期間は、原則として公告の日の翌日から説明会の実施日の３日前

までとするものとする。 

（５）説明会への参加の申込先は、本局の対象工事の担当課とするものとする。 

（６）説明会を実施する場合においては、説明会を実施する旨を公告において明らかにする

とともに、次に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。 

① 説明会を実施する旨 

② 説明会の日時及び場所 

③ 説明会への参加申込方法、申込期間及び申込先 

④ その他局長等が必要と認める事項 

９ 資料のヒアリング 

（１）局長等は、対象工事が施工計画審査型である場合において必要があると認めるときは、

資料のヒアリングを実施することができるものとする。 

（２）ヒアリングは、申請書及び資料の提出期限日の翌日から記１０（５）の競争参加資格

の確認の結果の通知期限日の前日までの間に行うものとする。 

（３）ヒアリングを実施する場合においては、ヒアリングを実施する旨を公告において明ら

かにするとともに、次に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。 

① ヒアリングを実施する旨 



   

 

② ヒアリングの日時及び場所 

③ その他局長等が必要と認める事項 

１０ 競争参加資格の確認 

（１）局長等は、申請書及び資料の提出者の競争参加資格の有無について確認を行うものと

する。申請書及び資料の提出者が申請書及び資料の提出期限の日において３（２）の決

定を受けていない場合において、競争参加資格のうち３（１）及び（４）から（１０）ま

でに掲げる事項を満たしているときは、開札の時に３（２）及び（３）に掲げる事項を満

たしていることを条件として競争参加資格を有することの確認を行うものとする。 

（２）（１）の確認は、入札契約手続運営委員会の議を経て行うものとする。 

（３）（１）の確認は、申請書及び資料の提出期限日をもって行うものとする。ただし、３

（８）については、申請書及び資料の提出期限の日から競争参加資格の確認を行う日ま

でのすべての期間について確認するものとする。 

（４）記３（４）の同種の工事の施工実績及び記３（５）の配置予定の技術者の同種の工事の

施工経験の確認を行うにあたっては、効力を有する政府調達に関する協定を適用してい

る国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以

外の国又は地域に主たる営業所を有する建設業者にあっては、我が国における同種の工

事の施工実績及び経験をもって行うものとする。 

（５）局長等は、申請書及び資料の提出期限日の翌日から起算して７日以内に、競争参加資

格の確認の結果を申請書及び資料の提出者に対し通知するものとする。ただし、対象工

事が施工計画審査型である場合には、１４日以内に行うものとする。 

（６）（５）の通知は、別記様式により行うものとする。 

（７）（５）の通知にあたっては、競争参加資格がないと認めた者に対してはその理由を付

すとともに、所定の期限内に競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めるこ

とができる旨を明記するものとする。 

（８）（１）、（３）、（４）及び（５）に掲げる事項を入札説明書において明らかにするも

のとする。 

（９）局長等は、競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参

加資格があると認めた者が指名停止措置を受けた場合、当該者に対する（５）の通知を

取り消し、競争参加資格がないと認めたことを通知するものとする。なお、この通知に

当たっては、（７）の規定を適用するものとする。 

１１ 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１）競争参加資格がないと認められた者は、記１０（５）の通知の期限日の翌日から起算

して７日（行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定する

行政機関の休日を含まない。）以内に、局長等に対して競争参加資格がないと認めた理

由について説明を求めることができるものとする。 

（２）競争参加資格がないと認められた者が説明を求める場合においては、書面（様式は自

由）を持参することにより行うものとし、郵送又は電送によるものは受け付けないもの

とする。 



   

 

（３）（２）の書面の提出場所は、経理調達課とするものとする。 

（４）局長等は、（１）の説明を求められたときは、原則として（１）の競争参加資格がない

と認めた理由についての説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日以

内に、説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。 

（５）局長等は、（４）の回答内容を入札契約手続運営委員会に報告するものとする。 

（６）局長等は、説明を求めた者に競争参加資格があると認める場合においては、記１０（５）

の通知を取消し、（４）の回答と併せて、改めて競争参加資格のある旨の通知を行うも

のとする。 

（７）局長等は、（６）の通知を行う場合においては、入札契約手続運営委員会の議を経るも

のとする。 

（８）（１）から（４）の事項を入札説明書において明らかにするものとする。 

１２ 現場説明会 

（１）現場説明会は、局長等が特に必要があると認める場合を除き行わないものとする。 

（２）現場説明会を実施する場合においては、現場説明会を実施する旨を公告において明ら

かにするとともに、次に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。 

① 現場説明会を実施する旨 

② 現場説明会の日時及び場所 

③ その他局長等が必要と認める事項 

（３）現場説明会の実施日は、記１１の競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明

手続が終了した以降の日とするものとし、原則として入札執行の日の１０日前の日とす

るものとする。 

１３ 入札説明書等に対する質問 

（１）現場説明及び入札説明書に対する質問書（様式は自由）の提出があった場合において

は、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとする。 

（２）質問書の提出期間は、原則として入札説明書の配付を開始した日の翌日から、記１１

（４）の競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明の回答期限日の翌日までと

するものとする。ただし、現場説明会を行う場合においては、原則として入札説明書の

配付を開始した日の翌日から、現場説明会の日の２日後までとするものとする。 

（３）質問書の提出は、提出場所へ持参又は郵送により行うものとし、電送によるものは受

け付けないものとする。 

（４）質問書の提出場所は、経理調達課とするものとする。 

（５）質問に対する回答書の閲覧は、原則として質問書の提出期間の最終日の翌日から起算

して５日後までに開始し、入札執行日の前日に終了するものとする。 

（６）質問に対する回答は、原則として、電子入札システムにより閲覧に供するものとする。 

（７）（１）から（６）までに掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。 

１４ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金は、免除するものとする。 

（２）契約保証金は納付させるものとする。ただし、有価証券等の提供又は銀行、契約担当



   

 

官等が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関す

る法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）

の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保

証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する

ものとする。 

（３）（１）及び（２）に掲げる事項を公告及び入札説明書において明らかにするものとす

る。 

１５ 入札の執行 

（１）入札は、原則として記１３（２）の質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して８

日後に執行するものとする。なお、郵便による入札の受領期限は、入札執行の日時前の

日時とすることができるものとする。 

（２）局長等は、入札の執行に先立ち、競争参加資格があることを確認した旨の通知書を入

札参加者に提示させるものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表

封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送させるものとする。 

（３）第１回の入札に際しては、入札参加者に工事費内訳書の提出を求めるものとする。な

お、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れ

て郵送させるものとする。 

（４）（１）から（３）に掲げる事項を入札説明書において明らかにするとともに、落札者の

決定方法を公告及び入札説明書において明らかにするものとする。 

１６ 入札の無効 

公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者

のした入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とする旨を公告及び入札

説明書において明らかにするとともに、無効の入札をした者を落札者としていた場合には

落札決定を取り消す旨及び競争参加資格のあることが確認された者であっても、開札の時

において記３に掲げる資格のない者のした入札は無効とする旨を入札説明書において明ら

かにするものとする。 

１７ 対象工事の請負者又はその下請負業者によって調達される主要な資機材 

対象工事の請負者又はその下請負業者によって調達されることが想定される主要な資機

材に関する情報を公告及び入札説明書において明らかにするものとする。 

１８ 苦情申立て 

本通達に基づく競争参加資格の確認その他の手続に関し、「政府調達に関する苦情の処

理手続」（平成７年１２月１４日付け政府調達苦情処理推進本部決定）により、政府調達

苦情検討委員会に対して苦情を申し立てることができる旨を入札説明書において明らかに

するものとする。 

１９ その他 

（１）対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を対象工事の請負契約の相手方との随意

契約により締結することが予想される場合においては、その旨を公告及び入札説明書に

おいて明らかにするものとする。 



   

 

（２）契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとし、

その旨を公告及び入札説明書において明らかにするものとする。 

（３）申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名

停止を行うことがある旨を入札説明書において明らかにするものとする。 

（４）「運輸省が発注する工事請負契約に係る事務の適正化について」（平成５年６月２１

日付け港管第１５００号）記３［入札執行回数］は、一般競争入札においても適用され

るものであることに留意するものとする。 

（５）局長等は、落札者が記７（１）②の資料に記載した配置予定の技術者が、対象工事の現

場に配置されるよう、必要な措置を講じるものとする。 

（６）契約業者取扱要領第１５条［一般競争の有資格者］の規定は、対象工事については適

用しないものとする。 

附則 

この通達は、平成７年４月１日から適用する。 

附則 

この通達は、平成８年４月１日から適用する。 

附則（平成１０年３月１９日付け港管第６５６号） 

この通達は、平成１０年４月１日から適用する。 

ただし、本文記１を除いては平成１０年４月１日以降に公告を行う工事について適用する

ものとする。 

附則 

この通達は、平成１２年４月１日から適用する。 

附則 

この通達は、平成１２年４月１日から適用する。 

附則 

この通達は、平成１２年７月３日から施行する。 

附則 

この通達は、平成１４年４月１日から施行する。 

附則 

この通達は、平成１５年３月２８日から施行する。 

附則 

この通達は、平成１６年３月１日から施行する。 

附則 

この通達は、平成１６年４月１日から施行する。 

附則 

本通達は、平成１８年４月１日から施行する。 

附則 

この通知は、平成１８年６月１３日以降に公告する一般競争入札から適用する。 

附則 



   

 

本通達は、平成２０年４月１日から施行する。 

附則 

本通達は、平成２２年４月１日から施行する。 

附則 

本通達は、平成２６年４月１日以降に締結する契約（平成２５年１０月１日から平成２６

年３月３１日までの間に締結する契約であって、当該契約に係る引渡しが平成２６年４月１

日以後になされるものを含む。）から適用する。 

附則 

この通達による改正後の各規定は、平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日までの

間に契約を締結する工事等に適用する。 

附則 

この通達は平成２６年４月１６日から施行する。 

附則 

この通達は、平成２７年４月１日以降に入札手続を開始する工事から適用する。 

附則 

この通達による改正後の各規定は、平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの

間に契約を締結する工事等に適用する。 

附則（平成２８年９月１日付け国港総第２２１号） 

  この通達は、平成２９年４月１日以後に入札手続きを開始する工事について適用する。 

附則（平成３０年３月９日付け国港総第４９２号） 

  この通達による改正後の各規定は、平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日までの

間に契約を締結する工事等に適用する。 

附則（平成３０年６月２５日付け国港総第１０２号） 

  この通達は、平成３１年４月１日以後に入札手続きを開始する工事について適用する。 

附則（令和２年３月１７日付け国港総第６５４号） 

  この通達による改正後の各規定は、令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間

に契約を締結する工事等に適用する。 

附則（令和４年３月３０日付け国港総第７４７号） 

  この通達による改正後の各規定は、令和４年４月１日から契約を締結する工事等に適用

する。 

附則（令和４年１１月１４日付け国港総第４４８号） 

  この通達による改正後の各規定は、令和４年１２月１日から入札手続きを開始する工事に

ついて適用する。 

 

  



   

 

（別添１） 入札公告例 

                入札公告（建設工事） 

次のとおり一般競争入札に付します。 

○年○月○日 

支出負担行為担当官 

○○地方整備局長（副局長又は次長）○○ ○○ 

◎調達機関番号 ○○○ ◎所在地番号 ○○ 

○第○号 

１ 工事概要 

（１） 品目分類番号 ○○ 

（２） 工事名  ○○○○工事 

（３） 工事場所 ○○市○○町○－○－○ 

（４） 工事内容 鋼管杭製作○○本（外径○○○～○○○㎜、肉厚○○～○○㎜、長さ○

○．○～○○．○ｍ）、鋼管杭打込○○本、鋼管矢板製作○○本（外径

○○㎜、肉厚○○㎜、長さ○○．○～○○．○ｍ）、鋼管矢板打込○○

本、床堀○○○㎥、基礎捨石○○○㎥、被覆捨石○○○㎥、防食ライニ

ング○○○本、コンクリート打設○○○㎥ 

（５） 工期   ○年○月○日まで。 

（６） 使用する主要な資機材 鋼管杭○○ｔ、鋼管矢板○○ｔ、捨石○○○㎥、コンクリ

ート○○○㎥、鉄筋○○ｔ 

２ 競争参加資格 

（１） 予算決算及び会計令（以下「予決令」という）第７０条及び第７１条の規定に該当し

ない者であること。 

（２） ○○地方整備局（港湾空港関係に限る）における○○工事に係る一般競争参加資格

の決定を受けている者であること。 

（３） ○○地方整備局における○○工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客

観点数が○○○○点以上の者であること。（会社更生法（昭和１４年法律第１５４号）

に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については手続開始の決

定後局長等が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当

該○○工事における客観点数が○○○○点以上であること。） 

（４） ○年度以降に－１２ｍ以深の岸壁で鋼管矢板の杭径○○㎜以上、並びに杭長○○ｍ

以上の海上での打込及び床版の元請としての施工実績を有する者であること。 

なお、当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係

る施工実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを

除く。 

（５） 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できる

者であること。 



   

 

① １級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 

② ○年度以降に、（４）に掲げる工事の施工経験を有すること。 

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する

こと。 

（６） 鋼管杭及び鋼管矢板による桟橋築造に係る施工計画が適正である者であること。【施

工計画審査型の場合】 

（７） １に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に

おいて関連がある者でないこと。〔注：受託者が設計共同体である場合は、【１に示

した工事に係る設計業務等の受託者である設計共同体の各構成員又は当該構成員と資

本若しくは人事面において関連がある者でないこと。】と記載する。〕 

（８） 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以

下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長等から「地方整

備局（港湾空港関係）所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和５９

年３月３１日付け港管第９２７号）に基づく指名停止を受けていない者であること。 

（９） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（上記（３）の再審査を受けた者を除く。）

でないこと。なお、当該工事は、別に公示する特定建設工事共同企業体の資格決定を

受けること。【なお書きは、特定建設工事共同企業体による場合】 

（１０） 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（入札説明

書参照） 

（１１） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるも

のとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続して

いる者でないこと。 

３ 入札手続等 

（１） 担当部局 

〒○○○ ○○市○○町○－○－○ 

○○地方整備局総務部経理調達課○○係 ○○ ○○ 

ＴＥＬ ○○○○－○○－○○○○ 

（２） 入札説明書の配布期間、場所及び方法 

○年○月○日から○年○月○日まで 

〒○○○ ○○市○○町○－○－○ ○○○ 

ＴＥＬ ○○○○－○○－○○○○ 上記場所へ申し込み、○，○○○円にて配布

する。 

（３） 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 

○年○月○日から○年○月○日まで 上記３（１）に同じ。 持参すること。 

（４） 入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

○年○月○日○○時○○分（ただし、郵便による入札の受領期限については、○年

○月○日○○時○○分） ○○地方整備局総務部経理調達課 持参又は郵送すること。 



   

 

４ その他 

（１） 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

① 入札保証金 免除。 

② 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社

の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証

証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金

の納付を免除する。 

（３） 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に

虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

（４） 落札者の決定方法 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者

となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行が

なされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正

な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき

は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって

入札した者を落札者とすることがある。 

（５） 配置予定監理技術者の確認 落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予

定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し

替えは認められない。 

（６） 手続における交渉の有無 無。 

（７） 契約書作成の要否 要。 

（８） 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随

意契約により締結する予定の有無 有。【随意契約を予定する場合】 

（９） 資料作成説明会を行う。【資料作成説明会を実施する場合】 

（１０） 資料のヒアリングを行う。【資料のヒアリングを実施する場合】 

（１１） 現場説明会を行う。【現場説明会を実施する場合】 

（１２） 関連情報の入手するための照会窓口 上記３(1)に同じ。 

（１３） 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記２（２）に掲げる一般競

争参加資格の決定を受けていない者も上記３（３）により申請書及び資料を提出する

ことができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資

格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 

当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、当該者（当該者が経常建設共同企業体

である場合においては、その代表者。）の「競争参加者の資格に関する公示」（ 年 

月 日付国土交通省東北地方整備局副局長他７者公示）別記に掲げる本店所在地（日

本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。）

の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が



   

 

申請書及び資料を提出したときに限り、〇〇地方整備局総務部経理調達課（〒〇〇○

－〇〇〇〇 〇〇県〇〇市〇〇町○－○－○ 電話〇〇〇〇－〇〇－〇〇○○）にお

いても当該決定に係る申請を受け付ける。 

（１４） 詳細は入札説明書による。 

５ Summary 

（１） Official in charge of disbursement of the procuring entity：------------ 

（２） Classification of the services to be procured：○○ 

（３） Subject matter of the contract：------------ 

（４） Time-limit for the submisson of application forms and relevant documents f

or the qualification：------------ 

（５） Time-limit for the submission of tenders：------------ 

（６） Contact point for tender documentation：------------ 

 



   

 

（別添２） 入札説明書例 

                   入札説明書 

地方整備局（港湾空港関係に限る）の○○○○工事に係る入札公告（建設工事）に基づく

入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

１．公告日 ○年○月○日 

２．契約担当官等 

支出負担行為担当官 ○○地方整備局長（副局長又は次長） ○○○○ 

３．担当部局 

〒○○○ ○○市○○町○－○－○ ○○地方整備局総務部経理調達課○○係 

ＴＥＬ○○○○－○○－○○○○ 

４．工事概要 

（１） 工事名  ○○○○工事 

（２） 工事場所 ○○市○○町○－○－○ 

（３） 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり 

（４） 工期   ○年○月○日まで 

（５） 使用する主要な資機材 鋼管杭○○ｔ、鋼管矢板○○ｔ、捨石○○○㎥、コンクリ

ート○○㎥、鉄筋○○ｔ 

５．競争参加資格 

（１） 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条及び第７１条の規定に該当

しない者であること。 

（２） ○○地方整備局（港湾空港関係に限る）における○○工事に係る一般競争参加資格

の決定を受けている者であること。 

（３） ○○地方整備局（港湾空港関係に限る）における○○工事に係る一般競争参加資格

の決定の際に算定した客観点数が○○○○点以上の者であること。（会社更生法（昭

和１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者については手続開始の決定後局長等が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格

の再審査の際に算定した当該○○工事における客観点数が○○○○点以上であるこ

と。） 

（４） ○年度以降に－１２ｍ以深の岸壁で鋼管矢板の杭径○○㎜以上、並びに杭長○○ｍ

以上の海上での打込及び床版の元請としての施工実績を有する者であること。 

なお、当該施工実績が平成１３年４月１日以降に完成した地方整備局の発注した工

事（港湾空港関係に限る。）に係る施工実績である場合にあっては、評定点合計が６

５点未満のものを除く。 

（５） 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できる

者であること。 

① １級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、

「これと同等以上の資格を有する者」とは次のものをいう。 



   

 

・１級建設機械施工技士の資格を有する者 

・技術士（建設部門、農業部門（選択科目を「農業土木」とするものに限る。）、森

林部門（選択科目を森林土木とするものに限る。）又は水産部門（選択科目を「水

産土木」とするものに限る。））の資格を有する者 

・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者 

② ○年度以降に、（４）に掲げる工事の施工経験を有すること。 

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する

こと。 

（６） 鋼管杭及び鋼管矢板による桟橋築造に係る施工計画が適正である者であること。【施

工計画審査型の場合】 

（７） ４．（１）に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは

人事面において関連がある者でないこと。〔注：受託者が設計共同体である場合は、

【４．（１）に示した工事に係る設計業務等の受託者である設計共同体の各構成員又

は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。】と記載する。〕 

（８） 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長等から「地方整備

局（港湾空港関係）所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和５９年

３月３１日付け港管第９２７号）に基づく指名停止を受けていない者であること。 

（９） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（上記（３）の再審査を受けた者を除く。）

でないこと。 

なお、当該工事は、別に公示する特定建設工事共同企業体の資格決定を受けること。

【なお書きは、特定建設工事共同企業体による場合】 

（１０）入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 

  ① 資本関係 

   次のいずれかに該当する二者の場合。 

  （イ） 子会社等（会社法第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。②において同

      じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定による親会社等をいう。以下同  

      じ。）関係にある場合 

  （ロ） 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

  ② 人的関係 

   次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、（イ）については、会社等（会社法施行

規則（平成18年法務省令第12号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同

じ。）の一方が民事再生法（平成11年法律第225号）第２条第４項に規定する再生手続き

が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成14年法律第154号）第２条第７項に規

定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

  （イ） 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のう

ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場

合 



   

 

１）株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

ⅰ) 会社法第２条第11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員

である取締役 

ⅱ) 会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

ⅲ) 会社法第２条第15号に規定する社外取締役 

ⅳ) 会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執

行しないこととされている取締役 

２）会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

３）会社法第575条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をい

う。）の社員（同法第590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業

務を執行しないこととされている社員を除く。） 

４）組合の理事 

５）その他業務を執行する者であって、１）から４）までに掲げる者に準ずる者 

 （ロ） 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

 （ハ）  一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

  ③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上

記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

（１１） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるも

のとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続して

いる者でないこと。 

６．設計業務等の受託者等 

（１） ５．（７）の「４．（１）に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げ

る者である。 

・ ○○○○設計株式会社 

（２） ５．（７）の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者」とは、次の

①から③のいずれかに該当する者である。 

 ① 資本関係 

  設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。  

 （イ） 子会社等と親会社等の関係にある場合 

 （ロ） 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

 ② 人的関係 

  設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、 

（イ）については、会社等の一方が民事再生法（平成11年法律第225号）第２条第４項に規

定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成14年法律第154号）第

２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合は除く。 

 （イ） 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

 （ロ） 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 



   

 

 （ハ）  一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合  

 ③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

  設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合（共同企業体及び設計共同体を含む。）

とそ の構成員の関係にある場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係が

あると認 められる場合。 

７．競争参加資格の確認等 

（１） 本競争の参加希望者は、５．に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、

次により、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認

資料（以下「資料」という。）を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無

について確認を受けなければならない。 

５．（２）の決定を受けていない者も申請書及び資料を提出することができる。こ

の場合において、５．（１）及び（４）から（１０）までに掲げる要件を満たすとき

は、開札の時までに５．（２）及び（３）の要件を満たすことを条件として競争参加資

格を有することの確認を行うものとする。５．（２）の決定に係る申請は、当該者（当

該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。）の「競争参加者の

資格に関する公示」（ 年 月 日付国土交通省東北地方整備局副局長他７者公示）

別記に掲げる本店所在地（日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる

営業所の所在地。以下同じ。）の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随

時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、○○地方整備

局総務部経理調達課（〒〇〇○－〇〇○○ ○○県〇〇市〇〇町○－○－○ 電話〇

〇○○－○○－〇〇○○）においても当該決定に係る申請を受け付ける。 

なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認め

られた者は、本競争に参加することができない。また、申請書及び資料は提出場所へ

持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

① 提出期間： ○年○月○日（○）から○年○月○日（○）まで土曜日、日曜日及び

祝日を除く毎日、午前○時から午後○時まで 

② 提出場所： ３．に同じ 

（２） 申請書は、別記様式１により作成すること。 

（３） ５．（４）の同種の工事の施工実績及び５．（５）の配置予定の技術者の同種の工事

の施工経験の確認を行うに当たっては、効力を有する政府調達に関する協定を適用し

ている国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び

地域以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設業者にあっては、我が国における

同種の工事の施工実績及び経験をもって行う。 

（４） 資料は、次により作成すること。 

なお、①の同種の工事の施工実績及び②の配置予定の技術者の同種の工事の施工経

験については、平成○年度以降に、工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り

記載することとし、「同種の工事の施工実績」（別記様式２）に記載する工事及び「主

任（監理）技術者等の資格・施工経験」（別記様式３）の「工事の経験の概要」に記載



   

 

する工事が平成１３年４月１日以降に完成した地方整備局の発注した工事（港湾空港

関係に限る。）である場合にあっては、当該工事に係る工事請負成績評定通知書の写

しを添付すること。 

① 同種の工事の施工実績 

５．（４）に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式

２に記載すること。 

② 配置予定の技術者 

５．（５）に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の

工事の施工経験及び申請時における他工事の従事状況を別記様式３に記載すること。

この場合においては、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工

事の施工経験を記載することができる。 

③ 施工計画【施工計画審査型の場合】 

５．（６）に掲げる資格があることを判断できる施工方法等の技術的事項に対する

所見を別記様式４に記載すること 

④ 契約書の写し【契約書の写しの提出を求める場合】 

①の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。

ただし、当該工事が当局の発注工事である場合又は○○データベースに登録されてい

る工事である場合は、契約書の写しを提出する必要はない。 

（５） 資料作成説明会【施工計画審査型において実施する場合】 

資料作成説明会を次のとおり実施する。 

① 日時： ○年○月○日（○）午前○時から午後○時 

② 場所： 〒○○○ ○○市○○町○－○－○ 

○○地方整備局○○○ 

③ 申込方法： 参加を希望する者は、書面（様式は自由）を申込先へ持参し、又は

郵送により申し込むものとし、電送によるものは受け付けない。 

④ 申込期間： ○年○月○日（○）から○年○月○日（○）まで土曜日、日曜日及び

祝日を除く毎日、午前○時から午後○時まで 

⑤ 申込先： 〒○○○ ○○市○○町○－○－○ 

○○地方整備局○○課○○係 ＴＥＬ○○○○－○○－○○○○ 

（６） 資料のヒアリング【施工計画審査型において実施する場合】 

資料のヒアリングを次のとおり実施する。なお、企業（共同企業体【特定建設工事

共同企業体の場合】）別のヒアリング日時は追って通知する。また、資料の内容を説

明できる者が出席すること。 

① 期間： ○年○月○日（○）から○年○月○日（○）まで 

② 場所： 〒○○○ ○○市○○町○－○－○ 

○○地方整備局○○○ 

（７） 競争参加資格の確認は、（１）の申請書及び資料の提出期限日をもって行うものと

し、その結果は○年○月○日（○）までに通知する。 



   

 

（８） その他 

① 申請書及び資料の作成、提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

② 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外

に提出者に無断で使用しない。 

③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 

④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 

⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先： 〒○○○ ○○市○○町○－○－○ 

○○地方整備局○○○ 

ＴＥＬ○○○○－○○－○○○○ 

８．競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１） 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格

がないと認めた理由について、次のとおり、書面（様式は自由）により、説明を求め

ることができる。なお、書面は提出場所へ持参するものとし、郵送又は電送によるも

のは受け付けない。 

① 提出期限： ○年○月○日（○）○時 

② 提出場所： ３．に同じ 

（２） 説明を求めた者には、平成○年○月○日（○）までに書面により回答する。 

９．現場説明会【現場説明会を実施する場合】 

現場説明会を次のとおり実施する。なお、別冊図面及び別冊仕様書を持参すること。 

（１） 日時： ○年○月○日（○）○○時から 

（２） 場所： 〒○○○ ○○市○○町○－○－○ 

○○地方整備局○○○  ＴＥＬ○○○○－○○－○○○○ 

１０．入札説明書等に対する質問 

（１） 現場説明及び、【現場説明会を実施する場合】この入札説明書（別冊を含む）に対す

る質問がある場合においては、次のとおり、書面（様式は自由）により、提出するこ

と。なお、書面は提出場所へ持参し、又は郵送により提出することとし、電送による

ものは受け付けない。 

① 提出期間： ○年○月○日（○）から○年○月○日（○）まで 

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

午前○時から午後○時まで 

② 提出場所： ３．に同じ 

（２） （１）の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 

① 期間： ○年○月○日（○）から○年○月○日（○）まで土曜日、日曜日及び祝日

を除く毎日、午前○時から午後○時まで 

② 場所： ３．に同じ 

１１．入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法等 

（１） 日時： ○年○月○日（○） ○○時○○分（ただし、郵便による入札の受領期限に

ついては、○年○月○日○○時○○分） 



   

 

（２） 場所： 〒○○○ ○○市○○町○－○－○ 

○○地方整備局○○○  ＴＥＬ○○○○－○○－○○○○ 

（３） 方法： 持参又は郵送すること。 

（４） その他： 入札にあたって、支出負担行為担当官により競争参加資格があることが

確認された旨の通知書を持参すること。ただし、郵便による入札の場合は、

当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。 

１２．入札方法等 

（１） 入札書は持参又は郵送すること。電送による入札は認めない。 

（２） 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。 

（３） 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。 

１３．入札保証金及び契約保証金 

（１） 入札保証金 免除。 

（２） 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券

による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付

を免除する。 

１４．工事費内訳書の提出 

（１） 第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳

書の提出を求める。ただし、郵便による入札の場合は、当該工事費内訳書を表封筒と

入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。 

（２） 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量総括表に掲げる工事

区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、数量、単価及び金

額を明らかにすること。 

（３） 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利

義務を生じるものではない。 

１５．開札 

開札は、１１．に掲げる日時及び場所において行う。入札者又はその代理人は開札に立

ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、

入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 

１６．入札の無効 

本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載

をした者のした入札及びこの入札説明書（別冊を含む）において示した条件等入札に関す

る条件に違反した者のした入札は、無効とするとともに、無効の入札をした者を落札者と

していた場合には落札決定を取り消す。 



   

 

なお、競争参加資格のあることが確認された者であっても、開札の時において５．に掲

げる競争参加資格のない者のした入札は無効とする。 

１７．落札者の決定方法 

予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によ

っては、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められ

るとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが

あって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって

入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

１８．配置予定監理技術者の確認 落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定

の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、

病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請

書の差し替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更す

る場合は、５．（５）に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を

配置しなければならない。 

１９．手続における交渉の有無 無。 

２０．契約書作成の要否等 

別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 
２１．支払条件 

 
 

 
前金払 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
中間前金払 

 
部分払 

 
 
 
又 
 
 
は 
 
 

 
 

 
部分払 

 
初年度 

 
有 無 

 
初年度 

 
 有 無 

 
有 無 

 
初年度 

 
有 無 

 
次年度 

 
有 無 

 
次年度 

 
 有 無 

 
有 無 

 
次年度 

 
有 無 

 
３年度 
 

 
有 無 
 

 
３年度 
 

 
 有 無 
 

 
有 無 
 

 
３年度 
 

 
有 無 
 

２２．当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意

契約により締結する予定の有無 

有。【随意契約を予定する場合】 

２３．苦情申立て 

本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関し、「政府調達に関する苦情の処

理手続」（平成７年１２月１４日付け政府調達苦情処理推進本部決定）により、政府調達

苦情検討委員会（連絡先：内閣府政府調達苦情処理対策室（政府調達苦情検討委員会事務

局）、ＴＥＬ０３－３５８１－０２６２（直通））に対して苦情を申し立てることができ

る。 

２４．関連情報を入手するための照会窓口 

３．に同じ。 

２５．その他 

（１） 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２） 入札参加者は、この入札説明書（別冊を含む）を熟読し、これを遵守すること。 

（３） 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指



   

 

名停止を行うことがある。 

（４） 落札者は、７.（１）の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置す

ること。 



   

 

（様式１） 

（用紙Ａ４） 

 

競争参加資格確認申請書 

  年  月  日  

支出負担行為担当官  

○○地方整備局長 殿 

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名 

担当者氏名： 

電話番号 ： 

○年○月○日付けで入札公告のありました○○○○○○工事に係る競争

に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します

。 

なお、予算決算及び会計令第７０条に該当する者でないこと及び添付書類の

内容については事実と相違ないことを誓約します。 

                記 

１ 入札説明書記７.（４）①に定める施工実績を記載した書面 

２ 入札説明書記７.（４）②に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書

面 

３ 入札説明書記７.（４）③に定める施工計画を記載した書面 

［施工計画審査タイプの場合］ 

４ 入札説明書記７.（４）④に定める契約書の写し 

［契約書の写しの提出を求める場合］ 

 

注）なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加

えた料金（   円）の切手をはった長３号封筒を申請書と合わせて提出して下さい。 

 

（様式２） 

同種の工事の施工実績 

○○工                      会社名：            

 

項目   ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 

事 

名 

称 

等 

 

 

 

 

工事名 

 

 

 

 

 

 

 

発注機関名 

 

 

 

 

 

 

 

施工場所 

 

 

都道府県名・市町村又

は港湾空港名 

 

 

 

 

 

 

 

契約金額 

 

 

 

 

 

 

 

工期 

 

 

 年 月～ 年 月 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

受注形態等 

 

 

単体／共同企業体（出

資比率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 

事 

概 

要 

等 

 

 

 

 

 

規模・寸法 

 

 

 

 

 

 

 

構造形式 

 

 

 

 

 

 

 

使用機材・数

量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式３） 

主任（監理）技術者等の資格・施工経験 

 

項目   氏名 

 

 

○○○○（主任(監理)技

術者：会社名） 

 

□□□□（   ） 

 

 

△△△△（   ） 

 

 

 最終学歴 

 

 

○○大学 土木工学科 

□□年卒業 

 

 

 

 

 

 

 

 法令による免許 

 

 

 

 

 

 

一級土木施工管理技士 

一級建設機械施工技士 

技術士（建設部門） 

指定建設業監理技術者資

格 等（取得年及び登録

番号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 

事 

の 

経 

験 

の 

概 

要 

 

 

 

 

 

 

 

工事名 

 

 

 

 

 

 

 

発注機関名 

 

 

 

 

 

 

 

施工場所 

 

 

都道府県名・市町村名又

は港湾空港名 

 

 

 

 

 

 

 

契約金額 

 

 

 

 

 

 

 

工期 

 

 

 年 月～ 年 月 

 

 

 

 

 

 

 

従事役職 

 

 

現場代理人・監理（主任

）技術者 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORINS登録の

有無 

 

有（CORINS登録番号）・

無 

 

 

 

 

 

 

 

申 

請 

時 

に 

お 

け 

る 

他 

工 

事 

の 

従 

事 

状 

況 

等 

 

 

工事名 

 

 

 

 

 

 

 

発注機関名 

 

 

 

 

 

 

 

工期 

 

 

 年 月 ～ 年 月 

 

 

 

 

 

 

 

従事役職 

 

 

現場代理人・監理（主任

）技術者 

 

 

 

 

 

 

 

本工事と重複

する場合の対

応措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORINS登録の

有無 

 

 

有（CORINS登録番号）・

無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）申請時における他工事の従事状況は、従事している全ての工事について、本工事を

落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。 

 

（様式４） 

（用紙Ａ４） 

施工計画 

 

項 目 

 

具体的な施工計画 

 

地形・地質条件、設計 

条件等に対する技術的 

所見 

 

 

 

 

（施工の前提となる条件についての理解の程度及び対応への所見の

妥当性等を見る） 

 

 

 

 

 

仮設備計画 

 

 

 

 

 

（施工上の諸条件を考慮した仮設備計画の妥当性等を見る） 

 

 

 



   

 

 

 

本体工事施工計画 

 

 

 

 

 

 

（施工環境及び諸条件を考慮した本体工事の施工に係る工法等の技

術的所見の妥当性を見る） 

 

 

 

 

 

安全対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境対策 

 

 

 

 

 

 

 

機械設備計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


